
Ⅱ－７ 農業用施設災害関連事業とその解説 

§１ 災害関連事業の要旨

農地農業用施設の災害復旧事業は暫定法及びその関係法令に基づいて実施

され、その復旧事業は被災農地等の従前の効用回復を限度としています。従

って農地復旧においては従前の効用回復を行っただけで十分ですが、農業用

施設にあっては単に従前の効用（利用上の機能と従前の安定性）を回復した

だけでは再度災害を被むるおそれがあるものも少なくありません。もし再度

災害を被った場合は、その復旧に対する農業者負担が繰返されることにな

り、農業者の生活の安定は期し難いことは勿論のこと、農業用施設は単に農

業に使用するだけではなく、何等かの形で不特定多数の住民の防災的性格を

もっているため、国土保全の面からも再度災害は防止しなければなりませ

ん。 

 従って、このような農業用施設が被災し、被災の原因、地形地盤等の変動

等被災後の状況変化並びに被災施設に関連する残存施設の状態等を勘案した

場合、単に復旧事業により効用を回復しただけでは近い将来再度災害を被む

るおそれがあれば、被災部分と関連する隣接残存施設等を改築又は補強する

工事、将来起り得る現象に対応できる安定度を持たせる工事を復旧事業と併

せて行えば非常に効果的であり、また非常に経済的です。このように復旧事

業に併せて行う再度災害防止に必要な事業を災害関連事業といいます。 

 災害関連事業の国庫補助はその事業主体が都道府県の場合は直接補助、市

町村、その他の団体又は共同施行者が行う事業に対して間接補助を行うこと

としています。 

 補助金は「農地防災事業等補助金交付要綱」によって交付されます。補助

率は普通災害の場合は50％ですが、激甚災害に指定された災害については暫

定法災害復旧事業費と同様な嵩上げが適用されます。 

 なお、関連事業費の積算は復旧事業と同様、事務取扱要綱第８の規定によ

り算出します。 

Ⅱ- 403



§２ 農業用施設災害関連事業の実施について

昭和40年９月10日 40農地Ｄ第1129号 

改正 昭和47年５月15日 47農地Ａ第 813号 

〃 昭和47年８月１日 47農地Ｄ第 534号 

〃 昭和53年７月５日 53文 第 261号 

〃 昭和54年５月30日 54構改Ｄ第 202号 

〃 昭和59年９月14日 59構改Ｄ第 288号 

〃 平成９年４月１日 ９構改Ｄ第 270号 

〃 平成12年４月１日 12構改Ｄ第 244号 

〃 平成13年１月５日 12構改Ａ第 964号 

〃 平成13年４月10日 13農振 第 244号 

〃 令和２年３月30日 元農振 第3685号 

〃 令和３年４月１日 ２農振 第3510号 

〃 令和４年４月１日 ３農振 第2934号 

（農林事務次官から各地方局長、沖縄総合事務局長、都道府県知事あて） 

１ 計画概要書等の提出 

 都道府県知事は、災害復旧事業に併わせて災害関連事業（以下関連事業

という。）を実施しようとするときは、農林水産業施設災害復旧事業費国

庫補助の暫定措置に関する法律施行令（以下「令」という。）第１条の４

の規定による災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書

（以下計画概要書等という。）に別記により関連事業の計画概要を記載し

て地方農政局長（北海道にあっては農村振興局長、沖縄県にあっては沖縄

総合事務局長、以下３及び５の（１）において同じ。）に提出するものと

する。 

 ただし、災害復旧事業として計画概要書等を提出したもののうち関連事

業とすることが適当と認められるものについては、当該計画概要書等をも

って関連事業の計画概要を記載したものとみなす。 

 国庫補助を受けて関連事業を実施しようとする場合は、やはり復旧事業

と同様に申請行為が必要です。しかしながらこの事業は他の事業と異なり

単独で行う事業ではなく、あくまで復旧事業と併せて実施する性質のもの

であり単独で申請することはできません。即ち、関連事業は再度災害防止

に必要な構造、工法による施設を造成するのに要する費用から災害復旧事
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業のところで述べたとおり「災害一人歩き」により単独で効用回復を成し

得る復旧事業費を差引いた額、つまり差額関連を原則とするため関連事業

自体の工事量を取出すことは困難です。 

 従って、災害復旧事業を申請する際、併せて関連事業を実施しようとす

る場合は復旧事業の計画概要書の中に前述の再度災害防止に必要な全体の

設計と査定要領の工法に基づく復旧工事の設計の２つを記載し、総括表に

その差額を関連事業費として計上しておく方法をとります。 

 ただし、申請の際すべて復旧事業で実施できるものと考え、関連事業費

を計上していなかったもので災害査定の段階で申請内容の一部が関連事業

に廻された場合は、当初から関連事業費が計上されていなくても差し支え

ありません。 

２ 関連事業の調査 

 関連事業の調査については、災害査定官が災害復旧事業の査定の際併せ

て実施するものとし、地方農政局長及び沖縄総合事務局長はその結果をと

りまとめ箇所別調書（別紙様式第１及び第２）を作成し、これを現地調査

終了後、遅滞なく、農村振興局長に報告するものとする。 

３ 関連事業の審査等 

 地方農政局長は、計画概要書及び箇所別調書により当該関連事業につい

て審査の上、予算の範囲内において事業の採択及び事業費の決定を行い、

その結果を都道府県知事に通知するものとする。 

 関連事業費は災害査定の際、災害事業と併せて同時に調査しますが、現

地において決定するものではなく、その調査資料に基づいて、農林水産、

財務両省間で各箇所毎に協議し、関連事業採択基準に該当するものの中か

ら、予算の範囲内で採択し、地方農政局長から都道府県知事に対し事業費

決定の通知をします。 

４ 関連事業採択の要件 

 関連事業として採択するには原則として、次の各号に掲げる条件の全て

に適合するものとする。また、別紙農業用施設災害関連事業採択基準に掲

げる工種については、同基準に適合するものでなければならない。 

（１） 当該関連事業における工事費が200万円以上で、かつ、施行する災害
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復旧事業費の工事費を超えないこと 

 一箇所当たりの関連工事費は200万円以上で、しかも親となる災害復

旧工事費（本災）以下ということを原則としていますが、一箇所の工事

費が200万円以下あるいは、本災の工事費を上廻るものでも、災害関連

事業を併せ行うことによってその事業が非常に効果的となる場合は採択

することができます。取扱上200万円以上で本災の100％以下のものをＡ

項関連、その他のものをＢ項関連と呼んでいます。 

 工種別の実施内容について別紙農業用施設災害関連事業採択基準に合

致するか否か判断に迷う場合には、事業実施主体は審査前の早い段階で

都道府県や地方農政局に相談することが重要です。 

（２） 当該施設について他の改良計画がないこと。

 災害復旧事業と合併施行する改良事業がある場合は、再度災害防止に

必要な補強は合併する他事業で行うこととし、原則として関連事業とし

ては行いません。 

（３） 事業効果が大であること。

 災害復旧事業に関連事業を併せて施行することによって、構造物の安

定性、耐用年数等が、増大するものでなければなりません。 

５ 事業計画の変更 

（１） 都道府県知事は、３の規定により災害関連事業の事業費の決定通知

を受けた計画概要書等について、これらの内容に変更（次項に定める軽

微な変更を除く。）を加えようとするときは、変更後の計画概要書を地

方農政局長に提出して承認を受けるものとする。 

 災害復旧事業と関連事業を分離して設計することは困難なため、災害

復旧事業と併せて計画概要書を提出し、地方農政局長から関連事業の事

業費の決定通知を受けた場合は、その計画概要書をもって事業の実施に

あたります。 
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（２） 前項の軽微な変更とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の

暫定措置に関する法律施行規則第２条の規定を準用するものとする。 

 この災害関連事業計画概要書、又は、この規定により地方農政局長の

承認を受けた災害関連事業変更計画概要書を事業実施に伴って内容の変

更を行う場合は、規則第３条の規定に準じて行います。 

 なお、災害復旧事業と関連事業と合併施行する場合の事業費の変動は

了解事項第１の８により処理します。（了解事項「合併事業費の変動」

参照） 

（３） 地方農政局長及び沖縄総合事務局長は、当該事業計画の変更の内容

の適否を決定し、これを承認したときは、農村振興局長にその旨報告す

るものとする。 

６ 関連事業の増破等の取扱い 

（１） 関連事業が未着手の場合において、既存の施設に新たに災害が発生

し、当該被災施設が新たに災害復旧事業の対象となったときは、当該被

災施設に係る関連事業は廃止する。 

 前災によって採択されていた関連工事が未着手の段階で、既存施設が

新規災害によって増破し、関連工事として採択された部分が被災した場

合は関連工事は廃工とし、災害復旧事業として採択します。即ち前災の

部分関連として採択されていた部分が被災した場合は新たな被災部分は

災害復旧工事とします。 

 前災の差額関連として採択されていたものについては、新たな災害に

よる増破及び状況変化を考慮して災害復旧費及び必要な関連工事費を積

算し、前災の関連工事費が再積算による関連工事費を上回る場合の差額

は本災に、再積算による関連工事費が前災の関連工事費を上廻る場合は

前災の関連はそのままとし差額は後災の災害関連とします。 

（２） 関連事業の実施中において、当該事業計画を根本的に再検討を要す

る災害が発生した場合には、当該関連事業を新たな災害発生時の出来高

で打ち切り、新たな関連事業計画（復旧事業としての要件を備えている

場合には、災害復旧事業計画。以下同じ。）により行うものとする。 
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 なお、従前の関連事業における工事費のうち、新たな災害発生時の出

来高で打切り、積算した残額については新たな関連事業における工事費

のうち未成額とする。 

 災害関連工事の施行中に災害が発生し、原施設の増破、状況変化が著

しく、前災の復旧計画を根本的に変更する必要が生じた場合は新たな災

害による状況変化に基づいて災害復旧費並びに災害関連工事費を積算

し、前災の関連工事は後災害発生直前の出来高分だけを実施済とし、残

額は後災害の災害関連工事のうち未成額とします。もし後災に災害関連

がない場合は残額は本災にとり込まれ、また後災の関連工事費より前災

の残額の方が大きい場合は後災の関連工事は全額前災の関連工事費で実

施するものとし、超過分は本災にとり込まれます。 

[当初決定] 事 業 費 うち未成額 差 引 額 事業実施中の場合のＡ,Ｂ及びＡ’,Ｂ’が出来

高分を除く今後実施するものである   （Ｂ） 

 Ａ  

－ 

－ 

  （Ｂ） 

 Ａ 

[新たな災害
による再積
算結果] 

本災の工事費 Ａ’ 

関連の工事費 Ｂ’ 

Ｂ≧Ａ’ 事 業 費 うち未成額 差 引 額 

Ｂ’＝０ （Ｂ） 

Ａ’ 

（Ｂ’） 

Ａ   

（－） 

Ａ’－Ａ 

[今回決定] 

Ｂ’＞Ｂ 

事 業 費 うち未成額 差 引 額 

（Ｂ’） 

Ａ’ 

（Ｂ） 

Ａ   

（Ｂ’－Ｂ） 

Ａ’－Ａ 

（３） 関連事業に係る施設が位置を変更する場合においては、新たな災害

による原位置の施設についての増破額は関連事業の未着手、実施中を問

わず新たな復旧費の積算はしないものとする。 

 例えば二つの頭首工を統合して、統合堰をつくる場合、統合堰の総事

業費と二つの被災堰の原位置における復旧費の合計額との差額は関連事

業費として決定されます。その後において旧頭首工が増破した場合、二
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つの頭首工の原位置における復旧費を積算すれば前よりも増大するかも

しれないが、この場合はその後の増破は再積算しないことになっていま

す。 
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別記 

１の関連事業の計画概要の記載様式等については、次の各号によるもの

とする。 

１ 関連事業計画概要の記載様式 

 「農地及び農業用施設に係る災害復旧事業計画概要書等の様式を定める

農林省告示」（昭和43年10月１日農林省告示第1487号。以下「告示」とい

う。）を準用して、次のように定める。 

（１） 災害復旧（災害関連）事業計画概要書

（災害復旧（災害関連）事業補助計画概要書） 

  番 号 

  年   月   日 

地方農政局長 

北海道にあっては農村振興局長 

沖縄県にあっては沖縄総合事務局長 殿 

県（都道府）知事

年  月  日発生した災害により被害を受けたので、農林水産

業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第１条の

４の規定による災害復旧事業計画概要書（災害復旧事業補助計画概要

書）に災害関連事業の計画概要を記載して別紙のとおり提出する。 

（２） 前（１）別紙に係る作成要領

別紙は告示に定める第１表から第４表まで、及び添付図面とし、第１

表は告示の様式をそのまま用い、第２表から第４表まで、及び添付図面

については、復旧事業分と復旧事業と関連事業とを併わせた全体のもの

（告示様式準用）を作成するものとする。 

２ 復旧事業と関連事業を併わせた計画概要書等の作成については、取扱要

綱第７から第13までの規定を準用するものとする。 

３ 関連事業費の提出 

前２号により算出された事業費…………Ａ 

復旧事業費…………………………………Ｂ 

関連事業費…………………………………Ａ－Ｂ 

Ⅱ- 410



別紙様式第１ 

災害関連箇所別調書 

都道府県名 

注１ 農地農業用施設災害関連事業採択基準に適合し、その工事費が200万円

以上で、かつ、災害復旧工事費の100%以内のものをＡ項関連、その他の

ものをＢ項関連と区分の上記入する。 

２ うち未成、うち転属額（農地農業用施設災害復旧事業査定要領（昭和

40年９月10日付け40農地Ｄ第1128号）第６の規定に準ずる）については

〔〕内書で記入し、備考欄に前災の年災、箇所番号を記入する。 

３ 採択理由欄は、採択基準第何項何号と簡単に記入する。 

４ 保留扱いとなった箇所は仮調査額を計上し、備考欄に仮調査額と記入

する。 

５ 保留扱いとなった箇所及びＢ項関連箇所については、災害関連事業箇

所別概要書のほかに協議に必要な資料を提出するものとする。 

番 号 所 在 地 

事業 

主体 

調 査 額 
(ﾛ) 

／ 

(ｲ) 

Ａ 

・ 

Ｂ 

の 

区 

分 

採択理由 備 考 

地区 箇所 郡市 町村 字 

(ｲ)災害費 (ﾛ)関連費 計 

千円 千円 千円 ％  
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別紙様式第１ 
災害関連箇所別調書 

都道府県名 

注１ 農地農業用施設災害関連事業採択基準に適合し、その工事費が200万円以上で、かつ、災害復旧工事費の100%以内の
ものをＡ項関連、その他のものをＢ項関連と区分の上記入する。 

２ うち未成、うち転属額（農地農業用施設災害復旧事業査定要領（昭和40年９月10日付け40農地Ｄ第1128号）第６の
規定に準ずる）については〔  〕内書で記入し、備考欄に前災の年災、箇所番号を記入する。 

３ 採択理由欄は、採択基準第何項何号と簡単に記入する。 
４ 保留扱いとなった箇所は仮調査額を計上し、備考欄に仮調査額と記入する。 
５ 保留扱いとなった箇所及びＢ項関連箇所については、災害関連事業箇所別概要書のほかに協議に必要な資料を提出
するものとする。 

６ 調査の金額欄、うち未成(転属)欄、差引額欄に上段（ ）書きで国庫補助の対象とする経費を記載すること。 

番 号 所 在 地 

事業 

主体 

申 請 調 査 

(ﾛ) 

／ 

(ｲ) 

Ａ・Ｂ 

の区分 

採択 

理由 
備 考 

地区 箇所 郡市 町村 字 

関連費 

(ｲ) 

災害費 

関連費 

工種 数量 金額 

うち 

未成 

（転属） 

差引額 工種 数量 金額 

うち 

未成 

（転属） 

(ﾛ) 

差引額 

箇所 

ｍ 
千円 千円 千円 千円 

箇所 

ｍ 
千円 千円 千円 ％ 

Ａ項計

Ｂ項計

合 計
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災害関連事業箇所別概要書記入要領 

１ 原施設欄 

（１） 設置年月日 設置年月日が古いもので不明の場合は不明、あるいは

おおむね経過年数の推定できる場合はその年数を記入する。なお設置後

補修工事（災害復旧を含む。）等を行った場合は、そのもっとも新しい

しゅん工年月日を（ ）内に記入する。 

（２） その事業名 県営土地改良、土地改良融資、災害復旧等記入する。

（３） 構造 鉄筋コンクリート造、コンクリート、石積、石張、木造等を

記入する。 

（４） 形状 一般に呼称されている形式について記入する。

（５） 寸法 主要部分の寸法を記入する。

（６） 施設の機能 利用上の機能、すなわち通水量、取水量、排水量、貯

水量及びその他の効用等について記入する。 

２ 被災程度 施設の被災の状況を分けて、その延長（ｍ）、面積（㎡）等

をそれぞれ記入する。 

３ 復旧工法 工法選定上考慮した要件を記入し、その延長面積等を併記す

る。 

４ 関連事業採択条件 採択基準条項をまず記入し、その理由については、

被災歴（過去10ヵ年）、その復旧費合計額（当該年に換算）、復旧工法の

みでは再度災害防止不適当な理由及び合併施行により得られる効果等記入

する。 

５ 関連事業費の算出方法、区間関連の場合は、それぞれの数量、純工事費

を記入する。なお、合併施行により新たに必要を生じたものについては、

その工種、数量及び純工事費を記入する。 

６ 見取略図 縮尺は任意としてフリーハンドでよい。 

（１） 平面図の記号は延長の場合現況を（Ｌ）、被災を（ℓ）、復旧を

（ℓ’）、新設の場合は（Ｌ’）として数量を記入する。なお被災程度

欄等の記入の主なるものは図上でも判明できるよう記入する。 

（２） 断面図は２－１原形、２－２復旧、２－３新設（改良）として各

工種の標準断面に寸法等を記入する。 
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